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そそそそ    のののの    べべべべ    地地地地    域域域域    版版版版    

南丹市消防団園部支団訓練南丹市消防団園部支団訓練南丹市消防団園部支団訓練南丹市消防団園部支団訓練のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

 ３月１日（土）～７日（金）の春季火災予防運動期間中、下記のとおりサイレン

の吹鳴と火災想定訓練を実施しますので、火災とお間違いのないようにお願いします。 

また、火災想定訓練の当日は、通行の支障などご迷惑をお掛けしますが、ご理解

とご協力をいただきますようお願いします。 

＜サイレン吹鳴＞ 

 ●期 間 ３月１日（土）～７日（金） ●時間 午後９時 

 ●範 囲 南丹市園部町全域      ●信号符 １分間長符一斉 

※八木地域および日吉地域においても、同様にサイレンの吹鳴が行われます。 

＜火災想定訓練＞ 

●日 時 ３月２日（日）午前中 

●場 所 第１分団･･･ 徳雲寺周辺（小山東町） 

第２分団･･･ 新光悦村地内（内林町） 

第３分団･･･ 春日神社前桂川河川敷（高屋） 

第４分団･･･ 摩気小学校周辺（宍人） 

第５分団･･･ 天引グラウンド付近園部川下流（天引） 

●内 容 火災を想定した非常招集および中継放水訓練など 

 ●その他 第５分団の訓練では、各班詰所で３０秒長符のサイレンを吹鳴します

ので、火災とお間違いのないようにお願いします。また、天引地内に

おいては消防車のサイレンも吹鳴しますので、あわせてお知らせします。 

 

◇問合せ先 南丹市消防団園部支団（事務局：総務課消防防災係） 

TEL ６８－０００２ 

南丹市南丹市南丹市南丹市たすけあいたすけあいたすけあいたすけあいネットワークネットワークネットワークネットワーク登録申請登録申請登録申請登録申請のごのごのごのご案内案内案内案内    

～災害時に援護を必要とする方・日ごろの見守り活動のために～ 

 

災害はいつ起こるかわかりません。大規模な災害が発生した時、地域の協力体制

により、障がいのある人や寝たきりの高齢者など、災害時に援護が必要な方を支援

すること、また、日ごろの見守り活動を目的とした「南丹市たすけあいネットワー

ク制度」を創設しました。 

登録の対象となる方（障がいのある方、高齢のひとり暮らしの方など）には直接

ご案内をさせていただいています。ご登録いただきますと災害時に南丹市の各関係

機関（消防、警察、自治区など）が登録情報を共有し、今後、支援対策など地域福

祉のきっかけづくりを進めていきます。 

●すでに登録申請案内済みの方 

① 身体障がい者（身体障害者手帳１、２級の所持者） 

② 知的障がい者（療育手帳Ａの所持者） 

③ 精神障がい者（精神障害者保健福祉手帳１級の所持者） 

④ 介護保険の要介護３以上で在宅の方 

⑤ ６５歳以上のひとり暮らしの世帯 

⑥ ７５歳以上のみ（二人以上）で構成されている世帯 

上記①～⑥以外の方で、災害時に支援を必要とされる方は、登録申請をしていただ

く必要がありますので、南丹市役所社会福祉課または各支所健康福祉課へご相談く

ださい。 

●登録期限 ２２２２月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（金金金金））））までまでまでまで 

 ※すでに郵送でご案内させていただいている上記①～⑥の方は除きます。

なお、登録は毎年更新を予定しています。 

 

◇問合せ先 社会福祉課 福祉総務係 TEL ６８－０００７ 

各支所 健康福祉課 TEL  八木 ６８－００２２ 

日吉 ６８－００３２ 美山 ６８－００４１ 

断水断水断水断水のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

    

本梅浄水場の流量計交換のため、下記のとおり水道水の断水を行いますので、水

道をご利用の皆さんには、大変ご迷惑をお掛けしますが、ご了承をお願いします。 

●点検日時 ２月２６日（火）午後１１時から明朝午前３時までの４時間断水 

       ※雨天の場合は、順延とします。 

●断水区域 南八田中山地内、埴生（ただし、三反田、八乙女を除く）、南大谷全域 

      若森全域、殿谷全域 

●注意事項 ① 必要な水は、あらかじめくみ置きしてください。（お風呂あがりの

水などを置いておき、バケツなどでくみ入れて、水洗トイレの水な

どに使用してください。 

② 工事完了後、出始めの水は、濁ることがありますので、蛇口から水

道水をしばらく出してください。 

③ 点検の都合により、多少時間がずれることがあります。 

④ 火の元（火災など）には十分注意してください。 

 

◇問合せ先 上水道課 管理係 TEL ６８－００５３ 
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